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1．事業名称

2．事業場所

3．事業概要

4．履行期間

事　業　概　要

自　令和 7年   月   日

至　令和 7年 12月 26日

松戸駅西口地下駐車場において、以下の設備修繕を行う。
泡消火設備修繕
　①二次側配管交換　　　　一式
　②試験調整　　　　　　　一式

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

松戸市本町２４番地の３



1.事業名称

2.事業場所

3.説明事項

＜一般事項＞

・図面及び仕様書に明記無くも、技術上当然行わなければならない修繕は、請負金額の範囲

　

・施工範囲に利用者が入れないよう区画や表示を行い、安全管理に努めること。

・修繕に当たり、階段の一部通行止めや地下駐車場利用者等第三者の動線が制限される施工

・この修繕は、設計書、仕様書に記する施工の一切を、本修繕仕様書、公共建築工事標準

・施工の過程で知り得た情報を第三者へもらすことのないよう作業に当たること。作成中の

　な誘導・案内を行うこと。

　支障のないよう配慮すること。

現場説明書

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

松戸市本町２４番地の３

・修繕仕様及び施工条件明示の内容と図面、設計書との中で相違がある場合、又は内容

　について疑義が生じた場合は、松戸市（以下「甲」という）と受託者（以下「乙」という）

　を行うこと。

・材料は承認図をもって監督職員の承認を得てから発注・施工を行うこと。

　特に、警報・感知器を切る作業については、十分に手順を確認し、切り忘れ　復旧忘れの

・既存泡消火配管撤去時及び試験時の廃液はすべて回収し、場外搬出のうえ適切に廃棄処分

・作業日は、1週間以上前に監督職員へ報告し許可を受けること。

　仕様書（機械設備工事編）・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）・機械

　（消防法・火災予防条例・建築基準法等（各々最新版））に準じて施工を行うものと

　する。

　設備工事監理指針のそれぞれ最新版及び当該修繕設計図面、並びに当該修繕関連法令等

・泡消火設備の修繕にあたっては、消防設備士（甲種第２類）を配置すること。

・施工の際、長時間警報や感知器を切る場合は、定期的に駐車場の見回りを行うこと。

　たてること。

　により協議し、乙は甲より指示を受けなければならない。

　書類等の取扱には十分に注意すること。

・施工計画にあたっては、駐車場の運営時間帯(午前8時から午後11時まで)は、駐車場運営に

　ないよう施工計画をたてること。

・立会は監督職員と十分に協議の上、事前に依頼して行うこと。

　を行う際は、余裕をもって掲示等によりお知らせするとともに、施工にあたっては、適切

＜施工に関すること＞

＜安全対策等＞

　内でこれを行うものとする。

・施工に先立って、設計図書に明示された事項に対する適切な事前調査を行い、施工計画を
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修  繕  仕  様  書 

 

事業名称 ： 松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕 

 

事業場所 ： 松戸市本町２４番地の３ 

 

1. 総   則 

 

 １－１（修繕の目的） 

 本修繕は、松戸駅西口地下駐車場の消防用設備について、適正な機能を保持することを目的

とする。 

 

 １－２（適用の範囲） 

 本修繕仕様書（以下「修繕仕様書」という。）は、頭書の修繕業務（以下「業務」という。）

を、松戸市（以下「甲」という。）が修繕に付す場合において適用される主要事項を示すもの

とする。 

 

 １－３（業務概念） 

 業務を履行するにあたっては、甲の意図および目的を十分理解した上で経験のある主任技術

者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧に

これを行わなければならない。 

 

 １－４（用語の定義） 

 主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「仕様書」とは、修繕仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を

含む。）、指示書、現場説明に対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。 

（２）「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の形状、寸法、規格、精度、

性能、品質、数量等を図面及び仕様書等によって示されたものをいう。 

①修繕設計書 ②修繕仕様書 ③修繕特記仕様書、図面等一式  

（３）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は

捺印したものを有効とする。 

（４）「現場業務」とは、現地で行う業務をいう。 

 

 １－５（主任技術者） 

 １－５－１ 主任技術者は、業務の受託者（以下「乙」という。）に所属する者とし、

現場業務においては、業務履行場所に常駐しなければならない。 

 １－５－２ 業務の履行にあたる主任技術者は、業務履行上で必要な諸資格の保有者

で、能力と経験を有する技術者でなければならない。 
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 １－６（現場代理人） 

 乙は、現場業務において主任技術者が業務履行場所に常駐できない場合は、別に現場代理人

を定めることができる。 

 なお、現場代理人は乙に所属する者とし、その氏名その他必要事項を記載した書面を、甲に

提出しなければならない。変更したときも同様とする。 

 

 １－７（業務の確認） 

 １－７－１ 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、１－９に定める作業計画書

に基づき適切な工程管理を行い、甲が別に定めた乙に通知した者（以下

「監督職員」という。）と常に密接な打合せを行い、主要な業務の区切

り目等において、監督職員の検測又は確認を受けたうえで、次の業務を

進めなければならない。 

 １－７－２ 乙は、自らの負担で、修繕仕様書及び設計図書を十分点検し、疑義のあ

る場合並びに修繕仕様書に明記していない事項については、甲と事前に

協議しその指示に従わなければならない。 

 １－７－３ 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・

記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について

確認した上で、次の作業工程に進まなければならない。 

 

 １－８（提出書類の様式） 

 乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出する

ものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければなら

ない。 

 

 １－９（作業計画書（実施工程表、総合施工計画書）） 

 乙は、業務着手前に、次の各号に掲げる業務等の全体計画に関する事項を記載した作業計画

書を立案し甲に提出して、その承諾又は承認を得なければならない。変更するときも同様とす

る。 

 なお、監督職員は、提出された作業計画書を検討の上必要と認めた場合には、乙に対して修

正を求めることができるものとする。 

（１）業務等概要（２）計画工程表（３）業務組織表（４）主要機械器具及び設備 

（５）基本的な業務方法（６）連絡体制（緊急時を含む） 

（７）仕様書に定められた事項（８）その他必要事項 
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 １－１０（資料等の支給、貸与及び返却） 

 １－１０－１ 乙は、支給材料及び貸与品等の引渡しを受けたときは、その都度甲に

受領書（借用書）を提出するとともに、その受払い状況等を記録した

帳簿を備え付け、常にその内容（残高等）を明らかにしておかなけれ

ばならない。 なお、業務等の完了時には、支給材料等の使用調書又

は精算書を速やかに甲に提出しなければならない。 

 １－１０－２ 甲は、設計図書に定めるもの及びその他関係資料等を、乙に貸与する

ものとする。 

 １－１０－３ 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、た

だちに甲に返却するものとする。 

 １－１０－４ 乙は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはなら

ない。万一、損傷若しくは滅失した場合には、乙の責任と費用負担に

おいて修復若しくは代品を納め原状に復するものとする。 

 １－１０－５ 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写してはならない。 

 

 １－１１（関係官公署及び関係会社等への手続き） 

 １－１１－１ 乙は、次の各号に定める事項において、迅速に関係官公署及び関係会

社等と十分協議し、必要な諸手続きを行うものとする。 

（１）本業務履行上必要なもの。 

（２）電力施設、通信施設、及び水道施設等に関連する箇所の施工及び使用に当たっては、

法令及び条例の定め、並びに監督職員の指示するもの。 

（３）その他、監督職員の指示するもの。 

 １－１１－２ 乙は、前項における打合せ及び協議等の内容は、後日紛争とならない

よう文書で確認する等、明確にしておくとともに、状況を随時監督職

員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 １－１１－３ 前各項に要する費用は、乙が負担するものとする。 

 

 １－１２（利用者等との協議等） 

 １－１２－１ 乙は、業務の実施に当たり、利用者等との間に紛争が生じないように

努めなければならない。 

 １－１２－２ 乙は、利用者等から業務の実施に関して苦情があった場合は、誠意を

もってその解決に当たらなければならない。 

 １－１２－３ 乙は、前項までの協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確

認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指

示があればそれに従うものとする。 

 

 １－１３（権利義務の譲渡等及び再修繕等） 

 １－１３－１ 乙は、第三者に付する場合は、甲に承諾（承認）願を提出し、その承

諾（承認）を得なければならない。ただし、甲の承諾（承認）により

乙は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。 
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 １－１３－２ 乙は、業務を第三者に付する場合、書面により契約関係を明確にして

おくとともに、第三者に対し業務の実施について適切な指導を行い、

現地の状況、安全対策、労務者等の管理等について十分把握し、業務

を実施しなければならない。 

 

 １－１４（請負人相互の協力） 

 乙は、隣接又は関連の修繕業務等の請負人と十分に調整のうえ、相互に協力し業務を実施し

なければならない。 

 

１－１５（使用人等の管理） 

 １－１５－１ 乙は、使用人（下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他こ

れに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃金

の支払状況等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければなら

ない。 

 １－１５－２ 乙は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、駐車場利用

者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に履行

されるように、管理及び監督しなければならない。 

 

１－１６（関係法令及び条例等の遵守） 

 １－１６－１ 乙は、業務履行にあたっては、全ての関係諸法令、条例及び諸基準等

を遵守しなければならない。 

 １－１６－２ 乙は、業務の仕様書及び設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当で

あったり、矛盾していることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に

報告し、その確認を求めなければならない。 

 

 １－１７（休日又は夜間における業務） 

 業務の都合上、通常の作業時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に監督職員に届け出

なければならない。 

 

 １－１８（立会い及び検査） 

 １－１８－１ 監督職員は、業務が契約書類どおり行われているかどうかの確認をす

るために、いつでも業務の立入り、立会い又は検査し得るものとし、

乙はこれに協力しなければならない。 

 １－１８－２ 監督職員の立会い又は検査に伴う準備、人員及び資機材等の提供並び

に写真その他必要な書類及び資料等の整備をするとともに、これらに

要する費用は、すべて乙の負担とする。 

 １－１８－３ 監督職員は、立会い及び検査を省略することができる。この場合にお

いては、乙は自己の負担で、調査記録、写真等の資料を整備し、監督

職員の要求があった場合には、これを提出しなければならない。 
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 １－１９（業務の変更） 

 １－１９－１ 業務内容の変更又は、設計図書の訂正等（以下「業務の変更」という）

を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。 

 １－１９－２ 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を

履行しなければならない。 

 

 １－２０（業務の一時中止） 

 甲が業務の全部又は一部の履行を一時中止させた場合において、業務現場の保全を甲が指示

した場合は、乙は、これに従わなければならない。 

 

１－２１（安全の確保等） 

 １－２１－１ 乙は、業務関係者だけでなく、駐車場利用者の第三者の安全の確保に

関する万全の措置を講じなければならない。 

 １－２１－２ 乙は、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、

業務作業中の安全を確保しなければならない。 

 １－２１－３ 乙は、電力施設、通信施設、ガス施設及び水道施設等又は建築物の近

傍における業務の実施に当たっては、これらに損害を与えないように

十分に注意しなければならない。 

 １－２１－４ 乙は、業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全

教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

 １－２１－５ 乙は、業務のために車両を使用する場合には、十分な安全管理を実施

し、事故のないように努めなければならない。 

 １－２１－６ 乙は、業務実施中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全

衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 

 １－２１－７ 前各号に要する費用は、乙の負担とする。 

 

 

 １－２２（火災の防止） 

 乙は、業務実施中の火災予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。 

（１）乙は、使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しな

ければならない。 

（２）乙は、ガソリン、塗装等の可燃物の周辺の火気の使用を禁止する旨の表示を行い、

周辺の整理に努めなければならない。 

 

 １－２３（危険物の取扱い） 

 乙は、爆発物（火薬、ガソリン等）等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を

遵守するとともに、関係官公署の指示に従い、万全な措置を講じておかなければならない。 な

お、火薬類を使用し業務を実施する場合には、その詳細について１－１０に定める作業計画書

に記載しなければならない。 

 

 



6 

１－２４（災害の防止） 

 １－２４－１ 乙は、業務実施中における自然災害に対し、常に災害を最小限に食い

止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 

 １－２４－２ 災害発生時においては、第三者および作業員の安全確保をすべてに優

先させるものとする。 

 

 １－２５（災害及び事故等の報告） 

 乙は、作業実施中に、災害及び事故等が発生した場合は、直ちに被害の詳細な状況（発生原

因、経過及び被害の状況等）を把握し、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やか

に甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。 

 なお、事故損害等の生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。 

 

 １－２６（成果等） 

 １－２６－１ 報告書等の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従っ

て行うものとする。 

 １－２６－２ 乙は、業務完了後といえども、業務の失策、不備、誤謬が発見された

場合、及び業務着手にあたり施行上困難な場合は、速やかに適正な処

置を施し、訂正、補足等をしなければならない。これに要する経費は、

乙の負担とする。 

 

 １－２７（写真） 

  業務実施における写真は、次に掲げる全てを満足していなければならない。 

（１）撮影時期は、着手前、主な業務の履行中及び完了時とする。 

（２）該当箇所と作業内容が確認できるもの（黒板等をいれて撮影）とする。 

（３）着手前と完了時の写真撮影は、同一方向から行うものとする。 

（４）写真は全てカラーとする。 

（５）黒板等に日付を記載して、写真撮影をすること。 

 

 １－２８（期日） 

 契約書に定められた期日までとし遵守すること。 

 なお、期日内であっても業務のうち完了したものについては、提出を求める場合がある。 

 

 １－２９（業務完了） 

 １－２９－１ 乙は、報告書を甲に提出しなければならない。 

 １－２９－２ 乙は、報告書を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて

満たさなければならない。 

（１）設計図書（追加、変更指示を含む。）に示すすべての業務が完了していること。 

（２）設計図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 
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 １－３０（完了検査） 

 １－３０－１ 乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員

及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用

は、すべて乙の負担とする。 

 １－３０－２ 検査は、乙（主任技術者及び現場代理人）並びに監督職員及び立会人

が立会いのうえ、これを行うものとする。 

 １－３０－３ 甲に検査を命ぜられた職員（以下「検査職員」という。）は、業務成

果の出来栄えを対象として契約書及び設計図書等に基づき厳正かつ

公正に検査を行うものとし、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）業務の出来栄え検査 

業務の出来栄えについて、業務の履行内容の検査を行う。 

（２）業務管理状況の検査 

現場業務における業務管理状況については、書類、記録及び写真等を参考

にして検査を行う。 

 

 １－３１（軽微な修補の取扱い） 

 １－３１－１ 検査職員は、業務のやり直し等（以下「やり直し」という。）の必要

があると認めた場合においても、そのやり直しが軽微であると判断し

た場合には、乙に対して、期限を定めてやり直しの指示を行うことが

出来るものとする。 

 １－３１－２ 検査職員が、やり直しの指示をした場合において、やり直しの完了の

確認は監督職員が行うものとする。監督職員は、検査職員の指示どお

りやり直しが完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知

をするものとする。 

 １－３１－３ 検査職員が、指示した期間内にやり直しが完了しなかった場合には、

軽微なやり直しとしての取扱いをやめ、甲は、修繕契約書第 22 条第

1項第 1 号の規定を履行するものとする。 
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2. その他 

 
 ２－１ （検査立合） 

 必要に応じて、立合いを行うものとする。 

 

 ２－２ （成果品） 

 ２－２－１ 設計図書及び仕様書に定める書類及び報告書（以下「成果」という。）

は、１－２７に定めるものに従い行うものとする。なお、成果は、整然

と整理され容易に識別され得るものとし、提出しなければならない。 

 ２－２－２ 修繕完了時には報告書を速やかに提出しなければならない。 

 ２－２－３ １－２８に従って作成した写真は、前号に定める報告書とともに提出す

るものとする。 

 ２－２－４ 成果の規格は、Ａ４サイズに統一するものとする。 

 ２－２－５ 本業務における成果は次のとおりとする。 

（１）作業計画書                一式 

（２）業務指示、打合せ及び記録簿        一式 

（３）報告書                  一式 

（４）写真等                  一式 

（５）その他、設計図書及び甲が指示したもの   一式 

 

 ２－３ （その他） 

 ２－３－１ 設計図書に定めなき事項については、甲乙協議のうえ決定するものとす

る。 
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5.36
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テニス
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ＮＴＴ
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大正寺
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松戸市民劇場

新京成電鉄

事業場所：松戸市本町２４番地の３

案内図　　Ｓ=1/2500

Ｎ

ショッピングモール

事業箇所：松戸駅西口地下駐車場地下階

配置図　Ｓ=1/500

Ｎ

階段　２

地下１階より
階段　４

地下１階へ

階段　１

階段　３

松戸駅

松戸駅西口地下駐車場

消防用設備修繕

1 : 2500

1：500

担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-00

案内・配置図

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日
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修繕対象駐車区画

No.29区画：ヘッド数15個

No.31区画：ヘッド数16個

No.33区画：ヘッド数 8個

No.35区画：ヘッド数 8個

No.36区画：ヘッド数15個

No.37区画：ヘッド数15個

No.40区画：ヘッド数 8個

No.41区画：ヘッド数14個

S=1:300

担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-01

修繕箇所図　B1F

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日
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担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-02

修繕箇所図　B2F

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日
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修繕対象駐車区画

No.29区画：ヘッド数15個

No.31区画：ヘッド数16個

No.33区画：ヘッド数 8個

No.35区画：ヘッド数 8個

No.36区画：ヘッド数15個

No.37区画：ヘッド数15個

No.40区画：ヘッド数 8個

No.41区画：ヘッド数14個

S=1:100

担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-03

修繕箇所図　B1F　拡大図その1

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日
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No.29区画：ヘッド数15個

No.31区画：ヘッド数16個

No.33区画：ヘッド数 8個

No.35区画：ヘッド数 8個

No.36区画：ヘッド数15個

No.37区画：ヘッド数15個

No.40区画：ヘッド数 8個

No.41区画：ヘッド数14個

S=1:100

担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-04

修繕箇所図　B1F　拡大図その2

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日
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修繕対象駐車区画

No.29区画：ヘッド数15個

No.31区画：ヘッド数16個

No.33区画：ヘッド数 8個

No.35区画：ヘッド数 8個

No.36区画：ヘッド数15個

No.37区画：ヘッド数15個

No.40区画：ヘッド数 8個

No.41区画：ヘッド数14個

S=1:100

担当部署

設計

作成年月日

縮尺

図面名

図面番号

事業名

M-05

修繕箇所図　B1F　拡大図その3

令和 7年 5月

松戸駅西口地下駐車場消防用設備修繕

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

　松戸市街づくり部街づくり課

　

　

変更年月日




